
これから、政策１－２、防災・減災対策の強化のうち、施策（２）風水害・
土砂災害対策について説明します。

お手元に施策調書を御用意して視聴をお願いします。
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まず１ページを御覧ください。

本施策は、「地震や風水害などの発生に備え、ハード・ソフト両面から災害
に強い基盤と体制の充実を図り、被害を最小限に抑制すること」を目標に掲
げています。

この目標を達成するため、活動指標を設定し、施策の進捗度の管理として活
動指標を設定しています。
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本施策では、風水害・土砂災害からの逃げ遅れによる犠牲者の抑制という視
点から、風水害・土砂災害からの避難体制の整備に取り組んでいます。
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次に２ページを御覧ください。

本施策の現状と対応すべき課題のひとつめは、「大雨による甚大な被害の発
生と気候変動等の影響による水害の激甚化・頻発化」、「被害は災害リスク
の高い地域で発生するため、自分の住む地域の災害リスクを事前に把握する
こと」です。

県では、風水害、土砂災害からの逃げ遅れによる犠牲者の抑制という視点で、
県民が風水害・土砂災害を自分事として正しく理解するため、洪水や土砂災
害のリスク情報を周知しています。
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まず１、大雨の頻発化・激甚化の状況」について説明します。
グラフを御覧ください
１時間降水量50mm以上の短時間強雨の年間発生回数は、
1976年から1985年の平均226回に対し、2011年から2020年の平均334回と、
1.4倍になっています。
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その下の表を御覧ください。
総雨量1,000mmを超える大雨が毎年のように発生し、甚大な被害が生じてい
ます。最近では、令和２年７月豪雨が記憶に新しいかと思います。
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次に３ページを御覧ください。

２、洪水浸水想定区域図の作成・公表の必要性について説明します。
水防法に基づき、県は、市町が行う避難指示につながる情報として、洪水に
より浸水が想定される範囲を指定し、洪水浸水想定区域図として作成するこ
とが義務付けられています。

水災害が頻発するなか、平成27年の水防法改正により、洪水浸水想定区域の
指定基準が、想定最大規模の降雨を前提とするように変更されました。
これに伴い、県では、公表済みであった46河川の区域図を更新し、公表して
います。

また、市町は、水害リスク情報や避難情報を掲載したハザードマップの配布
等により、住民に周知を図ることとなっています。
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次に、３、災害リスク情報の有効性について、説明します。
図を御覧ください。これは、平成30年７月豪雨における、倉敷市の浸水範囲
とハザードマップの比較ですが、ほぼ一致しています。
洪水氾濫は、突然起こる地震とは異なり、事前に災害リスクを正しく理解し
て避難することで、被害を軽減できる災害ということができます。
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次に４ページを御覧ください。

令和元年東日本台風の被災地区住民の避難行動に関するアンケートの分析結
果では、
ハザードマップを見たことがあり、自宅の浸水の深さを知っていることが、
早期立ち退き避難につながっていると示唆しており、
事前に水害リスクを知っていることは、被害の軽減に重要であるということ
が分かります。
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また、人的被害が生じた土砂災害の発生箇所についても、約９割が、警戒区
域内もしくは危険箇所として把握された箇所で発生しています。

10



次に５ページを御覧ください。

現状と対応すべき課題のふたつ目は、「避難指示等の発令基準や伝達方法の
設定と県としての支援」、「避難指示等の判断の目安となる防災情報の充実
と迅速な提供」です。

県では、風水害、土砂災害からの逃げ遅れによる犠牲者の抑制という視点で、
市町が台風や豪雨時に避難指示等を適切に発令できるよう支援するとともに、
市町や県民に対して避難の判断材料となる情報を発表しています。
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まず、１、市町における適切な避難指示等の発令のための判断基準、情報伝
達方法等の整備について説明します。

市町は、警戒レベル相当情報のほか、暴風や日没時刻、堤防の情報なども参
考にして、総合的に避難指示等の発令を判断しています。
このため、市町は適切に避難指示を発令するため、発令の判断基準や情報の
迅速な伝達方法を、予め定めておく必要があります。
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続いて、２、市町の避難指示等の判断の目安となる水位情報の提供について
説明します。

県は、水防法に基づき「洪水予報河川」、「水位周知河川」に指定し、設定
水位に到達した場合は水位情報を市町に提供する必要があります。
とくに「氾濫危険水位」は、市町の避難指示や住民の自主避難に役立つ情報
であるため、的確に提供する必要があります。
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次に６ページを御覧ください。

３、市町の避難指示等の目安となる土砂災害警戒情報の発表について説明し
ます。

県は土砂災害防止法に基づき、大雨により災害発生の危険性が高まったとき
には、静岡地方気象台と共同で「土砂災害警戒情報」を発表しています。
この情報も、市町の避難指示や住民の自主避難に役立つ情報であるため、的
確に提供する必要があります。
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図は土砂災害の発令基準や、土壌雨量指数について説明したものです。
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次に７ページを御覧ください。

現状と対応すべき課題のみっつ目は、「ハザードマップの認知度向上」、
「行政の防災情報と住民の避難行動の結びつき」、「地域住民の積極的な防
災活動の実施」、「地域防災力の担い手の確保」です。

ハザードマップや様々な防災情報があっても、その意味やとるべき行動が十
分理解されず、住民の避難行動に結びついていないことが懸念されます。
また、災害発生時の被害を最小限にとどめるためには、住民が自ら積極的に
防災上の役割を果たすことが重要です。
併せて、少子高齢化が進行する中で、次代の担い手となる子ども達への防災
啓発が重要となっています。

県では、風水害、土砂災害からの逃げ遅れによる犠牲者の抑制という視点で、
避難の実効性を高める取組を推進するとともに、次代の防災の担い手となる
子供たちへの防災啓発を推進します。
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はじめに１、災害リスク等の認知状況について説明します。

グラフを御覧ください。自分の地域が災害リスクの高い地域だとしても、実
際に危険性を感じている県民は少ない状況です。
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下のグラフですが、リスクのある地域に居住していても、ハザードマップの
認知度は４割程度に留まっています。
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次に８ページを御覧ください。

２、防災情報の認知状況です。

これらのグラフは、自分の居住地域に避難情報が発令されても、どのような
行動をとって良いか分からない住民や、
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具体的な理由がなく、安全だから避難しないという住民が一定数存在してい
ることを示しています。
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次に９ページを御覧ください。

これらのグラフは「警戒レベル」について、９割もの認知度がある一方で、
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実際に避難をするタイミングが適切でなく、避難タイミングの理解は十分と
はいえない状況を示しています。
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この表は、警戒レベルと住民がとるべき行動の表です。
アンケート実施時は、災害対策基本法の改正前でした。
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次に10ページを御覧ください。
３、大規模災害発生時の住民意識について説明します。

大規模災害発生時には、地域住民の助けあいによる共助が重要ですが、グラ
フからは、自主防災組織による共助の意識の低下が見て取れます。
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次に、４、中学生などへの防災意識の重要性について説明します。

次代の担い手となる子供たちへの防災意識の啓発は重要で、地域の防災力の
維持・向上につながります。
資料は、岩手県釜石市鵜住居（うのすまい）地区における事例を紹介してい
ます。
避難訓練どおり、中学生は小学生と園児の手を引き、声をかけ励ましながら、
児童生徒が全員無事避難することができました。
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次に11ページを御覧ください。

現状と対応すべき課題のよっつ目は、「避難所における感染症対策」、「誰
もが利用できる避難所への改善」です。

県では、風水害、土砂災害からの逃げ遅れによる犠牲者の抑制という視点で、
緊急時に誰もが安心して避難できるようにするため、避難所の環境改善等を
支援しています。
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まず、１、新型コロナウィルス感染症への対応について説明します。
感染症が収束しない中にあっても、災害時には危険な場所にいる人は避難す
ることが原則であるため、避難所の感染防止対策が求められます。
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次に、２、避難所の生活環境問題について説明します。

避難所として活用されるのは、体育館などが多いですが、高齢者や妊産婦等
の要配慮者専用スペースについては半数以上の自治体で今後検討、または想
定していない状況です。誰もが避難しやすい避難所とするため、避難所の生
活環境の改善が急務です。
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次に12ページを御覧ください。

現状と対応すべき課題のいつつ目は、「激甚化・頻発化する災害に対する関
係者間の連携」です。

県では、風水害、土砂災害からの逃げ遅れによる犠牲者の抑制という視点で、
国、県、市町等の関係機関が一体となって円滑な避難を推進できるよう連携
を図っています。
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１、緊急時の連携について説明します。

市町が避難情報を発令する際には、気象台や河川管理者の発表する情報を参
考にしています。
緊急時こそ、国、県等の関係機関と市町が迅速な情報共有をできることが必
要です。
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次に、２、平常時からの連携について説明します。

国は平成27年９月関東・東北豪雨の被災を踏まえ、「施設では防ぎきれない
大洪水は必ず発生するもの」へと意識を変革し、社会全体で洪水に備える
「水防災意識社会の再構築」の実現に向けた取組指針を示しています。
これに基づき、国、県、市町、関係機関が連携し、住民が災害リスクを認識
できるようにする取組を着実に進めることが重要です。
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次に13ページを御覧ください。

３、早期復旧のための連携について説明します。

台風等により発生する大規模停電の早期復旧には、行政機関と電力業者が連
携して予防措置を図ることが必要です。

平成30年の台風24号では、最大約180万戸の停電が発生しました。

現状と対応すべき課題については、以上です。
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次に14ページを御覧ください。

ここでは、施策に関する県と市町、民間等との役割分担について説明します。

県は「河川等の管理者としての情報発信」と「市町への支援」、
市町は「住民避難に関する体制の整備」、
県民等は「自助・共助の取組実践」という役割を担っています。
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次に15ページを御覧ください。

それでは、主な取組について説明します。
「風水害・土砂災害からの避難体制の整備」として、県民が風水害や土砂災
害を自分事として正しく理解し安全に避難できるよう、「災害リスクを周
知」し、適切なタイミングで「避難関連情報を提供」するとともに、日頃か
らの避難訓練による「実効性の確保」や、緊急時には躊躇なく避難するため
の「避難環境の整備」を図ります。
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図は取組を模式的に示したものです。
「危険な場所を知らせる」、「避難のための情報を伝える」、「避難を促
す」、「受入環境を改善する」、「皆で取組む」、これらにより避難の体制
を構築していきます。
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次に16ページを御覧ください。

取組内容を紹介します。
はじめに取組１、風水害・土砂災害リスクの周知です。

①洪水浸水想定区域図の作成・公表については、水防法改正により区域図を
見直した46河川と、水位周知河川として追加された11河川をあわせた、57河
川の区域図作成・公表しました。
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②市町洪水ハザードマップ作成支援については、住民避難に関する情報を採
り入れた市町ごとの洪水ハザードマップの作成を支援しました。
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③土砂災害警戒区域の指定・周知では、区域の適切な見直しや、ＨＰ公開や、
標識による現地表示を実施しています。
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次に17ページを御覧ください。

④静岡県公式防災アプリ「静岡県防災」による周知としては、住民の理解促
進や適切な避難行動の支援のため、アプリを開発し、運用を開始しています。
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次に18ページを御覧ください。

取組２、避難関連情報の提供です。

①市町の避難指示等の判断・伝達マニュアル整備支援については、市町が適
切に避難指示等を発令するためのマニュアル整備を支援しています。
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②水位周知河川の拡大と監視体制強化、情報発信については、水位周知河川
の追加や、土木総合防災情報「サイポスレーダー」のインターネット上での
公開をしています。
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次に19ページを御覧ください。

サイポスレーダーは気象庁における洪水危険度分布を登録し、情報の充実を
図っています。
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③土砂災害警戒情報の発表については、警戒情報の発表基準の見直しや、土
砂災害警戒情報補足情報システムの改修を行いました。
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次に20ページを御覧ください。

取組３、住民の避難の実効性確保です。

①風水害、土砂災害訓練の実施では、大規模風水害発生を見据えた訓練や、
研修会の実施、図上訓練を実施しています。
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②住民自ら作成する避難行動計画（マイ・タイムライン）の普及としては、
住民の作成支援のため、手引き書の作成、ワークショップや講演会の開催な
どを支援しています。

③講習会の開催等による避難行動の啓発については、新型コロナの感染状況
を踏まえつつ、啓発活動を実施しています。
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次に21ページを御覧ください。

避難行動卯を促す取組として、小学生を対象とした水防災啓発や、県公式
チャンネルによる啓発動画の配信等を行いました。

④地域防災力の向上についてです。
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自主防災組織の強化を図るため、防災アプリ「静岡県防災」による現状分析
を行い、災害対応能力の向上につなげます。
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また、次代の担い手確保のため、県内中学校を対象として、啓発講座を実施
しています。
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次に22ページを御覧ください。

取組４、避難環境の整備です。

①避難所における新型コロナ対策の充実については、交付金を活用して、市
町が取り組む感染防止対策に対する支援を実施しています。
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②避難所の環境改善支援については、交付金を活用して、地域の公民館・集
会所等を「防災コミュニティセンター」として整備することに対する支援を
実施しています。
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次に23ページを御覧ください。

取組５、関係機関が連携した防災対策の推進です。

①関係機関の連携体制については、大規模氾濫減災協議会の設置により、水
防災意識社会の再構築を目指します。
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②円滑かつ迅速な避難を確保するための取組としては、確実な情報伝達の確
保として、関係機関との連携強化や、市町への情報伝達訓練の実施を行いま
した。

③大規模停電対策の推進としては、倒木による停電を防止するため、「予防
伐採のための推進連絡会」を設置しました。

取組については以上です。
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次に24ページを御覧ください。

最後に、主要事業についてです。
これらの事業により、施策を進めています。

施策についての説明は以上になります。
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施策レビューでは、参加いただく皆様に、御担当いただく施策に関して連想
するキーワード等を事前にお伺いしています。

キーワードを３つ、「意見提出シート」に記載いただき、返信用封筒で御返
送くださるようお願いいたします。

説明は以上になります。御視聴ありがとうございました。
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